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はじめに
こども基本法（２０２３年４月～）

こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための
包括的な基本法

こどもまんなか社会

子育ての社会化

こどもの社会参加



はじめに
豊中市は・・・

先駆的取り組みがある

１０年超の取り組みを経てさらに充実・発展へ





豊中市子ども健やか育み条例
平成25（２０１３）年４月制定：１０年早い！

子どもを権利の主体として位置づけ

同時に

市、保護者、子ども関連施設、地域住民、事業者が
相互に連携し、地域全体で子どもを育むことを明文化



豊中市子ども健やか育み条例
第１条 目的

子どもが健やかに育ち、子どもを愛情深く育む社会の
実現

第３条 基本理念

子どもの人権尊重、子どもの最善の利益、
子どもが個性や能力を発揮できる機会の提供



育み条例 第3条 逐条解説
（子どもの最善の利益）

「子どもに影響を与える決定をする時には、
子どもにとって最もよいことは何かを一番に考え、
判断すること（中略）子どもの年齢や成長に応じ、
子どもの思いや意見を受け止め、最もよいことは
何なのか子どもと一緒に考えることが大切である」



豊中市子ども健やか育み条例
育む環境

環境 ＝

地域全体で子どもを育む

社会全体 地域社会
保護者の役割（第6条）
地域の役割（第8条）

子ども関連施設の役割（第7条）
事業者の役割（第9条）
豊中市の役割（第5条）



豊中市子ども健やか育み条例
第１２条 子どもの社会参加の促進

子どもは、この条例に基づき市が実施する施策について
意見を表明することができる。市においては、表明された
子どもの意見の内容を審議会に報告するものとする。

市は、子どもが意見を表明することができやすくなるように
施策の情報を提供するものとする。

市は、施策の策定に当たっては、第１項の規定により表明
された子どもの意見を反映するように努めるものとする。





「こどもすこやか育みプラン・とよなか」
第３期豊中市子育ち・子育て支援行動計画のこと

令和7（2025）年2月21日策定

令和7（2025）年度～令和1１（2029年）度までの
5年間の計画

今回は重点施策について紹介



重点施策１ 確実に支援につなぐ 
～寄り添い・つなぐ相談援助～

はぐくみセンターと児童相談所を中心とした
包括的支援体制づくり

地域の身近な相談支援の推進
マイ子育てひろば

こどもの居場所 など



重点施策２ 子育てはみんなで
～子育ての社会化～

子育て支援サービスの充実によって、
保護者が時間的、精神的なゆとりをもって
こどもと向き合い、安心して子育てができるよう、
社会全体でこどもを育む環境づくりを推進

保護者の負担軽減・安心感向上のしくみづくり

いろいろな人や組織が子育てに関わるしくみづくり 



重点施策３ こどもとともに
～こども自身による多様な参画～

こどもまんなか社会の実現のため、こどもの権利や
社会参画が保障される環境づくりを行っていく

こどもの思いを受け止める場の充実

こどもの社会参画・意見表明のしくみづくり

こどもの自己実現支援 

大人がこどもの思いを聴けるような社会づくり 



とくに注目したいのは・・・
こどもの社会参加

定期的にこどもの意見を聴く機会

 こどもへのヒアリング（小・中・高校生）毎年実施
 毎年新たなテーマを設定
（探求型、積極的に課題を見つけにいく姿勢）

 対象となるこどもの人数の拡大

 ヒアリングにいくおとなの開拓

 誰にでもわかりやすいデザインと内容で結果を公表



こどもの社会参加で大切なこと
（例えば）

ヒアリング結果を公表する際には、
丁寧でわかりやすい説明を

施策に反映できない場合はその理由を明示

反映できる場合は、具体的な内容を明示

 施策化の例

とよなかっ子ライン （こども専用チャット相談）
 市立小中学校・義務教育学校で配布されるタブレットからも
相談可能に





こどもの社会参加で大切なこと
（主体的参加のために）

こどもの意見を聞く場や機会（設定された場）

日常の中で何気なく聴くこと（日常の場）

いずれの場でも
しっかりと話を聞き、一緒になって考えること
可能ならば一緒に企画、実践してみること

※こどもの意見を聴く土壌があるから成り立つこと



こどもの社会参加の今後
社会的養護を要するこども

意見をいいにくいこどもや若者

意見をいうことが苦手

障がいなどで表現することが難しい など

どんな人も参加できる機会をつくっていく
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おわりに
豊中市には子ども健やか育み条例に基づいた、
１０年超の経験、蓄積と土壌がある

このまちに住んでよかったと思うこどもや子育て家庭が
増えていく施策を今後も期待したい
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